
 

水道用ポリ塩化アルミニウム仕様書 

 

１．物品名     水道用ポリ塩化アルミニウム 

２．品質規格    ＪＷＷＡ Ｋ１５４ 認証品（日本水道協会規格） 

          ※ただし、１１月～２月の４ヶ月間は塩基度（５７％～６５％）を使 

           用する。 

３．用途      水道用（浄水処理に使用） 

４．納品検査方法  ローリー１車ごとに工場でおこなった品質検査成績表を添付する。 

          浄水場が必要と認めたときは、「水道施設の技術的基準を定める省令」 

          （平成１６年厚生労働省令第５号）別表第１にか掲げる項目の検査結 

          果を提出する。（設定最大注入率は 300mg/L） 

５．納入場所    鳴門市浄水場 

６．納入方法    浄水場発注により、ローリー車（１０ｔ車搬入可）で納入する。 

          数量については、計量証明書を添付し、浄水場係員が検収を行う。 

          関係法規・法令・規格等を遵守し、浄水場監督員の指示に従い誠実に行 

          うものとする。 

７．納入期間    契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

８．予定数量    ２３０，０００ｋｇ 

          上記予定数量は増減する場合もある。 

９．支払方法    月締めにて検収後、一括払いとする。 

10．緊急時の対応  浄水処理において緊急に納入を依頼する場合もあるので、対応できる体 

          制を整えておくものとする。 


